
 

日    成   会 

日本成人病予防普及会 

定     款 

 

第 1章 総 則 

 

（名称） 

第 1条 本会は、日成会と称する。 

 

（事務所） 

第 2条 本会は、事務所を京都市伏見区深草泓ノ壷町 29－8 に置く。 

 

（目的） 

第 3条 本会は、国境を超え、政治、宗教、思想にかかわりなく、階級、貧富の差を問わず、すべての人々が

 平和で幸せに生きるための人道的事業を行い、人と生き物と自然が共に行き合う平和な社会、健康な

 社会及び物心複合の調和社会等、健全な社会づくりに奉仕することを目的とする。 

 

（事業） 

第 4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

   ①成人病予防の啓蒙活動と予防医学の推進を図って、広く社会の健康づくりに奉仕する事業。 

   ②出版活動によって、広く社会に精神的利益を還元する事業。 

   ③会員相互の共に生き合う互助精神を広く世界に拡げ、精神的にも物質的にも豊かな社会を築く事業。 

   ④健康管理、食生活、環境問題等の研究事業。 

   ⑤その他、目的を達成するための必要な事業。 

 

（業務方法書） 

第 5条 前条における事業に係る業務の方法については、「業務方法書」をもってこれを定める。 

 

（定款の実施要領） 

第 6条 この定款の実施に関して必要な事項は、特に定めてあるもののほか、会長が理事会の議決を経てこれ   

 を定める。 

 

第 2 章 会  員 

 

（会員の資格） 

第 7条 次の掲げる者は、本会の会員になることができる。 

   ①成人病予防の啓蒙運動を理解できる者。 

   ②本会が行っている事業に賛同できる者。 

   ③前各号の者を主たる構成員とする団体。 

  ２．本定款に規定するもののほか、会員の資格に関する細目的事業は、理事会の議決を経てこれを定める。 

 

（会員種類と運営） 

第 8 条 本会の会員は、本部会員（正会員、法人会員、個人会員 A）及び支部会員（賛助会員、個人会員 B、

新聞購読会員）とし、正会員と理事をもって運営する。 

 

（会員資格の取得） 

第９条 第７条において規定するものであって、入会金及び正会員費を負担する者、又は賛助会員費を負担す

 る者は、所定の書面を提出し理事会の承認を得て本会の正会員又は賛助会員になることができる。 

    但し理事会は、次の各号の一に該当すると認められるときは、その入会を拒むものとする。 

   ①正会員（賛助会員が正会員として入会しようとする場合を含む）の場合にあっては、所定の入会金を  

 負担しないものであるとき。 
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   ②第 14 条の規定により除名され、なお、未履行の義務を履行しないものであるとき。 

   ③所定の会費を負担しないものであるとき。 

   ④全各号のほか、適正な事業論理の確立に支障を及ぼす恐れのあるものである等、会員として相応しく

 ないものであるとき。 

   ２．前項本文の規定により入会の申し込みをした者は、所定の入会金、会費の納入その他会員として 

 遵守すべき事項を履行したとき、当該会員の資格を取得する。 

 

（会員の権利） 

第１０条 正会員は、１口１個の議決権を有し、本会の事業活動に参加することができる。 

 

   ２．賛助会員は、理事会の定めるところにより、本会の事業活動に参加することができる。 

 

（会員の義務） 

第１１条 会員が法人又は団体であるときは、その役員の内より本会に対する代表者（以下「会員代表者」と

  いう）１名及び会員代表者の代理人（以下「会員代表代理人」という）を定めて、本会に届け出な

  ければならない。会員代表者又は会員代表者代理人を変更したときも同様とする。 

 

   ２．正会員にあっては、入会金及び正会員費を、賛助会員にあっては賛助会員費を、それぞれ負担しな

  ければならない。 

  

   ３．前各項のほか、会員は、定款の規定並びに総会及び理事会の議決を遵守しなければならない。 

 

（退会） 

第１２条 会員は、次の場合に本会を退会する。 

    ①死亡し又は解散したとき。 

    ②第 14 条の規定により除名されたとき。 

    ③前略項のほか、第 7条に規定する資格を失ったとき。 

 

   ２．会員は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ、その理由を付した書面を提出し、本会を退会する

  ことができる。 

 

（権利の停止） 

第１３条 本会は、会員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の決議により、期間を定めてその権利を停 

  止することができる。 

    ①所定の期間を経過しても会費を納入しないとき。 

    ②前号のほか、会員としての義務を怠り、督促してもなおこれを履行しないとき。 

 

（除名） 

第１４条 本会は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会の決議により除名することができる。 

    ①前条の規定により権利を停止され、その期間を経過してもなお義務を履行しないとき。 

    ②前各号のほか、第 9条第 1項第 4号に規定する自由が認められたとき。 

 

（退会に伴う権利、義務） 

第１５条 会員が第 12 条の規定により退会したときは、本会に対する権利を失い、また、義務を免れる。但

  し、未履行の義務は免れることはできない。 

   ２．会員は、第 12 条の規定により退会しても、既納の会費の返還等本会の資産に対し、何ら請求する 

  ことができない。 
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第 3章 役員及び顧問 

 

（役員の種類、数） 

第１６条 本会は、役員として、理事 10 名以上 100 名以内及び監事 2名を置く。 

   ２．会長を 1名、副会長を 2名以内、理事長を 1名とするほか、必要に応じて 10 名以内を常任理事と

  することができる。 

 

（役員の選任） 

第１７条 理事及び監事は、総会において正会員及び正会員の会員代表の内より選任する。但し,理事にあっ 

  ては 15 名以内に限り、正会員以外の内より選任することを妨げない。 

   ２．会長及び副会長は、理事会によりこれを定める。 

   ３．理事長及び常任理事は、会長が理事会の同意を得て、理事の内よりこれを委嘱する。 

   ４．本会の理事及び監事に欠員を生じこれを補充するときは、総会が開催されるまでの間においては、

  第 1 項本文の規定にかかわらず理事会においてこれを選任することを妨げない。 

 

（役員の職務） 

第１８条 理事は、理事会を通じて会務の執行に参画するほか、本定款及び理事会の定めるところにより、会

  務の執行にあたるものとする。 

   ２．会長は、本会を代表し会務の執行を統括する。 

   ３．副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 

   ４．理事長は、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長ともに事故があるとき又は欠

  けたとき会長の職務を代行する。 

   ５．常任理事は、会長、副会長及び理事長を補佐して、会務の処理にあたる。 

   ６．監事は、民法第 59 条の職務を行う。 

 

（役員の任期） 

第１９条 役員の任期は 2年とする。 

   ２．前項本文の規定にかかわらず役員の再任は、これを妨げないものとする。 

   ３．補欠又は増員のため選任された役員の任期は、第 1項本文の規定にかかわらずその前任者又は現任

  者の残任期間とする。 

   ４．役員は,その任期が満了しても後任が就任する時までは、なおその職務を行うものとする。 

 

（役員の解任） 

第２０条 役員は、任期中であっても次の各号の一に該当する場合は、総会の決議により解任されることがあ

る。 

    ①心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

    ②職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき。 

 

（顧問と副理事） 

第２１条 本会は顧問を置くことができる。 

    ①顧問は、理事会において推薦された学識経験者の中から、会長がこれを委嘱する。 

    ②顧問は、第 4条に掲げる事業の遂行に関し、会長の諮問応じる。 

    ③顧問の任期については、第 19 条第 1項本文及び第 2項の規定を準用する。 

 

   ２．本会は、副理事を置くことができる。 

    ①副理事は、理事会に置いて推薦された正会員及び賛助会員の中から、会長がこれを委嘱する。 

    ②副理事は、第 4条に掲げる事業の遂行に関し、その諮問に応じる。 
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第２２条 会   議 

 

（種類、構成員） 

本会の会議は、総会及び理事会、常任理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。 

   ２．総会にあっては、正会員が、理事会にあっては理事が、常任理事会にあっては常任理事がその構成

  員となる。 

 

（開催） 

第２３条 通常総会は、毎年 1回、5月又は 6月に開催し、臨時総会は、次の場合により開催する。 

    ①監事が職権により招集したとき。 

    ②5 分の 1以上の構成員から請求されたとき。 

    ③理事会の決議によるとき。 

    ④前各号のほか、会長が必要と認めたとき。 

   ２．理事会は、会長が必要と認めたとき、又は過半数の理事から請求があったとき開催するものとする。 

   ３．常任理事会は、会長が必要と認めたとき、又は過半数の常任理事からの請求があったとき開催する

  ものとする。 

 

（招集、議長） 

第２４条 会議の招集は、日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって 10 日前までに構成員に通知 

  しなければならない。但し、議会が緊急を要する理事会及び常任理事会の場合にあっては、あらか

  じめ理事会又は常任理事会で定めた方法により招集することを妨げない。 

   ２．会議の議長は、会長、副会長、理事長及び常任理事の中より出席構成員の過半数の賛同を得て    

  選出する。 

 

（会議、議事の成立） 

第２５条 会議は、構成員の過半数の出席により成立し、議事は、出席構成員の過半数の同意をもって成立す

  る。 

（議決権の行使方法） 

第２６条 会議の議決権は、構成員（総会の場合にあっては正会員の会員代表者又はその会員代表者代理人） 

  が出席してこれを行使するものとする。但し、やむをえない理由のために会議に出席できない構成

  員はあらかじめ通知された事項について書面をもって賛否を述べ、また理事会の場合にあっては、

  その理事に準ずる者の内からあらかじめ届け出のあった者（正会員の会員代表者の内から選任され

  た理事の場合に限る）を代理人とすることができる。 

 

   ２．前項ただし書きの規定によりその議決権を行使する構成員の数は、前条第 1項の出席構成員の数に

  算入する。 

 

（議決事項） 

第２７条 総会は、次の事項を議決する。 

    ①事業計画及び収支予算。 

    ②事業報告及び収支決算。 

    ③定款の変更。 

    ④解散及び残余財産の帰属。 

    ⑤前各号のほか、本定款に定めてある事項。 

  ２．理事会は、次の事項を審議決定する。 

  ①本定款に定めてある事項。 

  ②会務の執行に関する事項。 

  ３．常任理事会は、次の事項を審議決定し、理事会へ送る。 

  ①本定款に定めてある事項。 

 ②会務の執行に関する事項。 
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（議事録） 

第２８条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及びその会議において、出席構

成員の内から選任された議事録署名人２名以上がこれに記名押印しなければならない。 

    ①日時及び場所。 

    ②総会にあっては構成員及び出席構成員の数、理事会及び常任理事会にあっては構成員及び出席構成 

  員の氏名（書面又は代理人による場合を除く）。 

    ③議事の経過の要領及びその結果。 

    ④議事録署名人の選任に関する事項。 

 

 

第５章 資産及び会計 

 

（資産の構成） 

本会の資産は、入会金、正会員費、賛助会員費、事業に伴う収入、寄付財産その他をもって構成する。 

 

（入会金、会費規定） 

第３０条 本会の入会金、正会員費及び賛助会員費に関して必要な事項は、本定款に定めるもののほか、会費 

  規定をもって別に定めるものとする。 

   ２．入会金、会費規定の制定及び変更は、理事会の議決を経なければならない。但し、入会金、正会員

  費及び賛助会員費の額その他基準的事項については総会の議決を得なければならない。 

 

（資産の管理） 

第３１条 本会の資産は、理事会の定めるところにより会長が管理する。 

 

（経費） 

第３２条 本会の経費は、資産をもってこれに充てる。 

 

（事業年度） 

第３３条 本会の事業年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31 日に終わる。 

 

（事業計画、収支予算） 

第３４条 本会の事業及び収支予算は、毎事業年度開始前に理事会の議決を経てこれを定め、総会の承認を得

  なければならない。 

   ２．前項の総会が、当該事業年度開始後に開催される総会であるときは、その総会までの間において

  は、会長は理事会の定めるところにより前事業年度の収支予算の例により、収支を執行すること

  ができる。 

 

（事業報告、収支決算） 

第３５条 本会の事業報告及び収支決算は、前事業年度終了後、2月以内に監事の監査を受け、理事会の議決

を経てこれを定め、監事の意見とともに通常総会の承認を得なければならない。 

 

（剰余金） 

第３６条 本会は、前条の収支決算において剰余金を生じたとき、繰り越した不足金があるときはその補填に

充て、なお剰余金があるときは翌事業年度に繰り越すものとする。 

 

（特別会計） 

第３７条 本会は、第 4 条に掲げる事業の遂行上必要があるときは理事会の定めるところにより、第 34 条の

収支予算及び第 35 条の収支予算において特別会計を設け、区別して経理することができる。 
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第６章 定款の変更及び解散 

 

（定款の変更） 

第３８条 本定款は、第 25 条第 1 項後段の規定にかかわらず、総会において構成員の 4分の 3 以上の同意を

  得たのち変更することができる。 

 

（解散） 

第３９条 本会が解散しようとするときは、第 25 条第 1 項後段の規定にかかわらず総会に置いて構成員の 4

  分の 3以上の同意を得なければならない。 

   ２．本会が解散したときは、民法第 68 条第 1 項第 3 号の自由によるときのほか、理事の全員が清算人

  となり、監事の全員が清算監査人となる。 

 

（残余財産の帰属） 

第４０条 本会の残余財産の帰属については、総会の議決を経てこれを定める。 

 

 

第７章 雑  則 

 

（事務局） 

第４１条 本会は、事務を処理する事務局を設け、事務局には、事務局長 1名ほか、所要の職員を置くことが

  できる。 

   ２．事務局長は、会長が理事会の同意を得て委嘱する。 

   ３．前各項のほか、事務局に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経てこれを定める。 

 

（互助金） 

第４２条 第 16 条の役員は、日成会互助会に加入してその目的を積極的に遂行するものとする。（細部は、 

  別紙規約による） 

 

 

 

 

 

制定 平成 5年 6月 2日 
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